
第３章　野草地保全・再生事業の内容

　３－１野草地保全・再生の流れ

　各牧野において、牧野組合と環境省が協働で策定する野草地環境保全計画に基づき、関

係者が調整を行い支援可能な事業を抽出する。環境省は、国立公園区域内において、野草

地の維持管理主体である牧野組合、土地所有者の市町村（必要に応じて関係団体）と協定

書を締結したうえで、防火帯を兼ねた作業道整備、小規模樹林除去等の牧野管理省力化事

業を実施し、協働で野草地の保全・再生を実現する。

野草地環境保全計画（牧野カルテ）

・野草地の状況 ・利用管理状況の変化

・植物の生育状況 ・地名やその由来調査

・今後の野草地保全への目標 ・問題解決への具体策検討

牧野組合

と協働で

策定

関係者との調整・役割分担
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環境省が支援可能な事業を抽出

・作業道整備工事（野焼き時や輪地切り時の機材の搬入時労力軽減）

・小規模樹林除去（輪地切りの延長の省力化、労力の軽減）

・モーモー輪地切り（輪地切りの省力化）

・野焼き再開支援工事（野焼き再開時の負担軽減） 等

牧野組合による野草地の維持管理

・省力化事業及びボランティア導入で労力の軽減が出来、野焼きが継続

・採草や野焼きを継続することで野草地が継続して保全され、生物多様性が保全

野草地の保全再生

)(財)阿蘇

グリーンストック

市町村等

牧野管理

省力化事業

の実施

事業の実施に関する協定書の締結
（牧野組合・市町村・環境省） 輪地切り、輪地焼

き、野焼き等のボラ

ンティア支援

牧野組合現況調査（概ね５年毎）

・維持管理省力化、牧野の利用状況に関する検証

草原性動植物に関する調査

・事業効果の検証、適切な維持管理手法の提言
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　３－２これまでに取り組んだ野草地保全・再生事業の成果

　平成２１年３月現在、阿蘇草原再生協議会に参加している牧野組合は３４牧野組合で、

面積は５，９５９ｈａ、うち野草地面積は３，４２１ｈａである。これまでに保全計画を

策定したのは７牧野組合、２，４２８ｈａで、面積での進捗率は４１％である。

　これまでの保全計画の策定実績、省力化事業の実施内容及び効果は下記のとおり。

牧野名
牧野面積

実施
年度

木落 18

680ha 18

20

19

19､20

19

20

狩尾
503ha

長野
225ha

事業名

作業道整備

野焼き再開

作業道整備

野焼き再開

作業道整備

野焼き再開

天地返し

計画
策定
年度

17

18

雑木伐採

27ｍ

内容

500ｍ

１．５ｈａ(皆伐）
３．３ｈａ(間伐）

２，６３７ｍ
（チップ道）

86ｍ、451ｍ

雑木伐採

328ｍ、374ｍ

効果

野焼き時の安全確保

野草地の再生　（1.5ha）

野焼き時の安全確保

野草地の再生　(3.53ha）

野焼き時の安全確保

野草地の再生　(1.26ha)

輪地切り軽減
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20

20

20

20

20

20

野焼き再開

新宮
265ha

19 町古閑
427ha

村山
150ha

日の尾
178ha

600ｍ予定

1.97ha(スギ他）

予定

607ｍ

1,500ｍ

防火帯整備5,200ｍ

小規模樹林地除去

小規模樹林地除去 約1,000ｍの輪地切作業の軽減

輪地切り作業の軽減

900ｍ

予定

野焼き時の安全確保

輪地切り作業の軽減

防火帯整備1,300ｍ

野草地を再生

野草地が再生　(16.0ha）

野焼き時の安全確保

輪地切り軽減

野草地の再生　(60.0ha)

作業道整備

1.0ha予定野焼き再開

作業道整備

小規模樹林地除去

作業道整備

天地返し

野焼き再開

野焼き時の安全確保、
未利用採草地の利用

防火帯 作業道整備 野焼き再開
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　３－３事業実施予定箇所

　事業は、平成１９年度までに保全計画を策定した７牧野組合と平成２０年度に策定した

小堀、二塚、湯浦、池ノ窪の４牧野組合に加え、平成２１年度以降に保全計画を策定する

牧野組合を対象に実施する。平成２１年度は跡ヶ瀬、三閑の他１牧野組合で保全計画を策

定するとともに、２５年度まで毎年度３牧野組合において保全計画を策定し、事業実施箇

所とする。

事業実施箇所

湯浦牧野組合（４６０ha）

小堀牧野（９１ha）

木落牧野（６８０ha）

狩尾牧野（５０３ha）

新宮牧場（２６５ha）

三閑牧野（３０８ha）

15

二塚牧野（８２ha）

池の窪牧野（１９５ha）

長野牧野（２２５ha）

日の尾牧野（１７８ha）

町古関牧野（４２７ha）

村山牧野（１５０ha）

跡ヶ瀬牧野（２５８ha）
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　３－４野草地保全・再生事業の事業計画

　（１）基本的な考え方

　牧野ごとに保全計画を策定し、今後、牧野組合が自ら行う維持管理に必要なメニューや

支援事業について計画し、５年程度を目標に、環境省と牧野組合とで協働で事業を実施す

る。事業の実施は、阿蘇草原再生全体構想における原則・基本方針に沿って進めていく。

　（２）再生の目標と評価

　本事業は、現状の野草地を維持するだけでなく、野焼きができず放棄されて荒廃した野

草地での野焼きの再開や、採草や放牧などに利用されていない野草地の利用を進め、草原

の恵みを持続的に享受しながら、多様な動植物が育まれる豊かな草原環境を保全・再生す

ることを目標とする。

　牧野の利用の状況や維持管理の問題点等は牧野組合ごとに異なることから、過去の野草

地の状況と現在の状況との乖離を踏まえて、保全計画において野焼きを再開する面積と適

正に維持管理がなされる野草地の面積を目標として設定する。

　評価については、短期的には輪地の短縮距離、野焼き再開面積など省力化事業の実施状

況を指標に評価を行う 中長期的には野草地面積の維持又は増加 草原性植物の保全及び
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況を指標に評価を行う。中長期的には野草地面積の維持又は増加、草原性植物の保全及び

回復状況を指標に評価を行うこととし、事業実施後のモニタリングや概ね５年ごとに実施

する牧野組合現況調査で把握する。

　（３）事業内容

１）野草地環境保全計画（牧野カルテ）の策定

　各牧野において、牧野組合と環境省が協働で、豊かな野草地保全・再生を目指した保全

計画を策定する。策定はヒアリングと現地調査を踏まえて、牧野組合と十分な連携のもと

に行い、環境省が支援できる事業、各補助金等利用できる事業などを含め、牧野の中長期

的な利用と管理の整備方針をまとめる。

　野草地環境保全計画には次の項目が含まれる。

①　牧野内の主な植物の分布、生息環境、過去との存続状況、牧野内の地名、及びその由

来、現在及び過去の牧野利用・管理状況など

②　牧野の利用・管理の方針、目標

③　野草地の保全・再生の対象となる場所、場所ごとの課題と対応策、必要な整備

④　採草・放牧実施体制、野焼き実施方法・体制、生物多様性の維持・管理手法、草原環

境学習の展開や普及啓発等必要な事項

　草原性植物の生育する環境を保全していくためには、野焼きに加え、放牧や採草などで

野草地の利用を増やすことが重要であることから、野草地の利用を促進するための環境整

備についても保全計画にとりまとめる。
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　近年は世代交代が進み、草原管理において重要な基本的情報である現場の管理状況や野

草地の草花、地名などを知っている人が少なくなっている。

　保全計画の策定は、幅広い世代の牧野組合員が、調査等に参加しておこなうことから、

牧野の歴史や伝統的な土地利用技術を継承する機会となっている。

　また、改めて牧野の植物の豊かさや牧野利用や環境の変化について、牧野組合員が再認

識することにより、牧野管理への機運が向上しており、今後の保全計画の策定にあたって

も、このような効果が十分に発揮されるように取組を進める。

　なお、例として平成１９年度野草地環境保全計画（牧野カルテ）の一部を下記に示す。
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資料：町古閑牧野組合野草地環境保全計画より
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２）牧野管理省力化事業

　策定された保全計画に基づき、環境省で実施できる事業の抽出を行い、牧野管理省力化

事業を進める。なお、具体的な施工年次及び量については、保全計画（牧野カルテ）の策

定後に、各牧野組合との調整を踏まえて決定されるものである。

①　作業道整備

　防火帯を兼ねた作業道の整備を行うことにより、輪地切り延長の短縮、輪地切り機材搬

入の労力軽減、野焼き時における人員移動の迅速化、野焼きを安全に行う消火用水タンク

の搬入・設置場所の確保を図る。また、未利用箇所の採草地としての利用促進を図る。

　勾配があり車の通行に支障がある箇所については、代替的手法として機械による天地返

し（防火帯作成）を行う。機械による天地返しを行うことにより、輪地切り延長の縮減が

図られ、実施区間内において４～５年は、輪地切り作業を軽減する。

　なお、作業道整備及び天地返しの実施に当たっては、自然景観及び生物多様性に十分に

配慮する。

今後の作業道整備及び天地返し計画（５年間で輪地切り8,000ｍ短縮を期待）
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年度 作業道延長

21年度 500ｍ×４

22年度 500ｍ×３

23年度 500ｍ×３

24年度 500ｍ×３

25年度 500ｍ×３３牧野組合

３牧野組合

３牧野組合

３牧野組合

４牧野組合

牧野組合数 輪地切り短縮効果

500ｍ×４ → 2000ｍ短縮

500ｍ×３ → 1500ｍ短縮

500ｍ×３ → 1500ｍ短縮

500ｍ×３ → 1500ｍ短縮

500ｍ×３ → 1500ｍ短縮

日の尾牧野の作業道

平成20年度実施

長野牧野の作業道

平成20年度実施
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②　小規模樹林地除去

　植林されたスギ・ヒノキ、維持管理がなされなくなった草原に侵入してきたマツやノリ

ウツギ等の雑木が、拡大・点在しており、輪地切り延長を長くする要因になっている。　

野焼きや輪地切りを効率的に行うためには、草原と植林地にかかわる計画的な土地利用の

検討が必要である。輪地切りを省力化するには、入り組んだ植林地を単純に直線で結び、

輪地切りを行う距離を短くして行くことが効果的である。

　このため、牧野に隣接する樹林地及び雑木について、樹木の所有者から承諾が得られた

箇所において、植林木や雑木の除去を行い、輪地切り延長の短縮を図る。

　なお、樹林伐採後はノイチゴや雑木等が優勢となり、野焼きのみの管理では草原への再

生が進まないため、雑木伐採等の管理を２年程度実施する。

小規模樹林地除去面積予定計画（５年間で3,500ｍ輪地切り短縮を期待）

年度

21年度

22年度

23年度

４牧野組合 1.0ｈａ×２

３牧野組合

輪地切りの短縮予定(効果）

350ｍ×２→700ｍ短縮

350ｍ×２→700ｍ短縮

350ｍ×２→700ｍ短縮３牧野組合 1 0ｈａ×２

牧野組合数 除去面積

1.0ｈａ×２
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23年度

24年度

25年度

　森林と草原が入り込んだ箇所

では野焼きが出来ず放棄が進む

350ｍ×２→700ｍ短縮

350ｍ×２→700ｍ短縮

350ｍ×２→700ｍ短縮３牧野組合 1.0ｈａ×２

３牧野組合 1.0ｈａ×２

３牧野組合 1.0ｈａ×２
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③　牛の採食行動を活用した防火帯設置工事

　牛の採食行動（牛が草を食べること）を活用した防火帯（通称　モーモー輪地切り）と

は、あらかじめ木柵や電柵で囲んだ場所に牛を放牧し、牛に草を食べさせることで防火帯

として十分機能する輪地を作ることである。

　農家の自己資本である牛を活用することから、大型機械の導入などに比べ少ない投資で

行うことができることに加え、環境に負荷が少なく、景観上も好ましいことから、効果的

な手法である。

今後のモーモー輪地導入箇所予定計画

年度

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度 ３牧野組合 1箇所×１

牧野組合数 モーモー輪地導入箇所

３牧野組合 1箇所×１

３牧野組合 1箇所×１

３牧野組合 1箇所×１

３牧野組合 1箇所×１

20

モーモー輪地切りのイメージ図
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④　野焼き再開支援事業

　藪化した野草地を再生するには、継続的に輪地切りや野焼きが行われてきた草原に比べ

て、何倍もの労力が必要である。このため、再開時に輪地切りや野焼き作業について、環

境省で支援を行い、労力の軽減を図り、野草地の再生を推進する。

　野焼き再開目標面積は、年間１０ｈａを目標として設定する。

今後の野焼き再開支援事業面積予定計画

年度

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

野焼き再開目標面積

３牧野組合

３牧野組合 １０ｈａ

１０ｈａ

３牧野組合 １０ｈａ

３牧野組合 １０ｈａ

１０ｈａ３牧野組合

牧野組合数

21

野焼き再開に向け、平成１９年

度に輪地切り作業を環境省事業

とボランティアで行った。

（日の尾牧野組合の状況）

平成20年度に野焼き再開

（日の尾牧野組合の状況）

21



⑤　その他

　野草地から人工草地に変更されたものの、都合により定期的なシバの植え替えや、肥料

の散布等の手入れが適切になされないため、チカラシバ等が繁茂し、牧野利用や、生物多

様性の観点から好ましくない草地が散見されている。

　このような草地は、放置していても野草地への再生は難しいため、今後、人工草地とし

て利用されない場所については、人工草地から野草地へ転換の手助けを行い、野草地への

再生を促進する。

　（４）施工後の維持管理

　本事業の実施に際しては、野草地の維持管理を行っている牧野組合、土地所有者である

市町村、野焼きボランティアを運営している（財）阿蘇グリーンストック、事業実施主体

の九州地方環境事務所で協定書を締結し、５年間の維持管理を担保することにより事業効

果を確保する。施工後は、協定に基づき牧野組合が施設及び野草地の維持管理を行う。ま

た、見直しも含めて必要なものについては、牧野組合と協議し検討する。
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　３－５事業効果の検証・モニタリング

　（１）維持管理省力化、牧野の利用状況に関する検証

　短期的には、牧野組合ごとに、縮小された輪地の距離や野草地に再生された面積などを

検証するとともに、ヒアリング等を行い、労力の軽減状況、利用の状況等について検証す

る。長期的には、概ね５年ごとに実施している牧野組合現況調査により、維持管理や利用

の状況等について把握し、検証する。

　（２）生物多様性に関するモニタリング

　自然再生事業は科学的知見に踏まえ、順応的に行うことが求められている。

　このため、必要に応じて保全計画の策定後に希少種を含む草原性動植物に関する追加的

な調査を行い、事業の実施前に現状を十分に把握するとともに影響を予測した上で事業に

着手する。また、事業実施期間中及び実施後にも継続的にモニタリング調査を行い、事業

内容に反映させるとともに、事業実施による生物多様性保全の効果を検証する。

　また、草原性植物の保全や再生は、野焼き、放牧、採草といった維持管理によって実現

される。このため、維持管理の手法と草原性植物の生育状況の関係性について、牧野に調

査区を設けて継続的に把握し その効果を検証するとともに より適切な維持管理手法を
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査区を設けて継続的に把握し、その効果を検証するとともに、より適切な維持管理手法を

明らかにする。

　（３）その他期待される効果の検証

　保全計画の策定は、幅広い世代の牧野組合員が調査等に参加しておこなうことから、牧

野の歴史や伝統的な土地利用技術を継承する機会となっている。また、改めて牧野の植物

の豊かさや牧野利用や環境の変化について牧野組合員が再認識することにより、牧野管理

への機運が向上する効果が期待される。

　また、保全計画を策定したことを契機に、牧野を小学生の総合学習の場として利用した

ところ、子ども達が牧野や草原の技について理解が促進されたことから、草原環境学習や

観光利用など新たな利活用への展開が期待される。

　これらの効果についてはヒアリング等により検証することとする。
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第４章　実施にあたって配慮すべき事項

　４－１情報の公開と協議会

　本計画の実施にあたっては、協議会への計画書の実施状況の報告や結果報告等を行うこ

とにより、透明性を保つようにする。また、協議会で出た意見等を取り入れ、必要に応じ

て計画を見直し、合意しながら進める。

　また、事業の効果を適切に発信することにより、より多くの牧野組合が、阿蘇草原再生

協議会に参加するよう促すとともに、保全計画を策定を希望する牧野組合が増えるよう努

める。

　４－２他の取り組みとの関係

　草原再生の取組は、環境省以外の行政機関、牧野組合、ＮＰＯ、民間団体でも行われて

いる。他の取組との連携を図り、阿蘇地域全体での草原再生を進めるうえで、効果的に貢

献ができるように努める。特に農畜産業との関わりが強いことから、農畜産に関わる行政

機関と連携を図って事業を実施する。
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　４－３計画の見直し

　本計画は、実施者が必要に応じて見直しを実施する。
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